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「緊急事態宣言」を受けての今後の教育活動について 

 

保護者の皆様には、日頃より本校の教育活動へのご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 

1 月 7 日に緊急事態宣言が発令されましたが、学校教育は引き続き、国や都、渋谷区の通知の基、下記の

通り感染症対策をとり、子供たちの安全を図りながら教育活動を行ってまいります。 

記 

１ 登校時の対応 

・引き続き８時１５分から８時２５分までの登校になります。登校時は密にならないよう校庭に並び、登

校順に入室します。登校中もマスク着用をお願いします。また、予備のマスクをランドセルに入れてお

くよう、ご協力よろしくお願いします。 

 

２ 朝の健康観察時の対応 

・自宅で検温を行い、発熱および体調不良等がみられる場合は登校を行わないようお願いします。 

 また、登校後に体調が悪くなった際には、早めにお迎えをお願いすることがあります。 

・同居している方の健康につきましても確認をし、発熱および体調不良等がみられる場合はお子さまの

登校を控えていただくようお願いします。 

・健康観察表は引き続き毎日提出となります。毎朝の検温記録を登校時にチェックいたします。 

（健康観察表を紛失された方は、本校ホームページの「保健室から」にアップしてありますので、印刷し

てお使いください。） 

 

３ 学校生活での感染症対応 

・入室前やトイレ使用、給食前だけではなく、多くの場面で手洗いの励行をします。 

・暖房を点けながら、定期的に換気を行います。 

・飛沫感染の可能性が高い学習活動を制限します。（顔を密接に寄せ合う学習、身体接触を伴う活動など） 

・タブレット等を活用し、飛沫防止に努めた学習活動を行います。 

・休み時間の遊び場所を順番にし、過密を防ぐようにします。 

・給食の配膳は児童が行いますが、手洗いおよび手指消毒の徹底、マスク、白衣の着用などを徹底します。 

・給食時は引き続き一方向を向き、会話を控えさせます。 

・清掃は児童が行いますが、マスク着用、換気、清掃後の手洗いを徹底します。 

・児童下校後にドアの取手など、人が触れる機会が多い箇所を中心に消毒作業を行います。 

・下校時も密にならず、寄り道をしないで帰宅するよう指導を行います。 

  

 ※今回の宣言発令を受け、20 時以降の飲食店終了及び不要不急の外出を避けるよう職員も退勤いたし

ます。つきましては、学校への連絡は連絡帳を利用するか、早めの時間帯に連絡をお願いします。 

※感染状況の変化により、学校行事の実施や実施方法について、変更となることがあります。 

変更の際には学校から「すぐメール」、「Home&School」、ホームページ等でお知らせします。 


